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郡山市多様な働き方支援事業業務委託仕様書 

 

郡山市（以下「発注者」という。）が実施する多様な働き方支援事業業務（以

下「本事業」という。）は、この仕様書に基づき、支援に係る専門の知識と能力

を有する受注者（以下「受注者」という。）に委託するものである。 

 

用語の定義 

 

・完全失業者 

収入になる仕事を少しもしなかった者のうち、仕事に就くことが可能であっ

て、かつ、職業安定所に申し込むなどして積極的に仕事を探していた者（出

典：総務省統計局）をいう。 

 

・非労働力人口 

収入になる仕事を少しもしなかった者のうち、休業者及び完全失業者以外の

者（出典：総務省統計局）をいう。 

 

・不安定就労者 

 15歳から59歳で（学生、主婦を除く。）次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 雇用者のうち、パート及びアルバイトの者 

イ 完全失業者のうち探している仕事の形態が、パート及びアルバイトの者 

ウ 非労働力人口に含まれる者のうち希望する仕事の形態が、パート及びア

ルバイトで、家事も就学も就業内定もしていない者 

 

・就労困難者 

15歳から59歳で、非労働力人口に含まれる者のうち家事も就学もしていない

者をいう。 

 

・就職氷河期世代 

概ね1993年（平成５年）から2004年（平成16年）の雇用環境が厳しい時期に

学校卒業期を迎えた世代の者（2026年（令和８年）４月１日時点において大卒

で概ね44歳から55歳、高卒で概ね40歳から51歳に相当。出典：内閣府就職氷河

期世代等支援推進室）をいう。 

 

・就労支援希望者 

 中学校及び高等学校等に在籍する者で、在籍学校を通して就労支援の希望が

あった者をいう。 
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１ 事業の目的 

本事業は、就職氷河期世代を含む15歳から59歳までの幅広い世代の不安定就

労者、就労困難者及び就労支援希望者を対象に、社会参加と生活基盤の安定の

ため、カウンセリングや職業的自立に向けた就労支援を行うことにより、個人

の適性や意欲に応じた多様で柔軟な働き方ができるよう職業的自立に結びつけ

ることを目的とする。 

   

２ 委託期間 

委託期間は、令和８年６月１日から令和９年３月31日までとする。 

 

３ 業務委託内容 

 (1)就労相談及び対象者の把握に関すること。 

  ア 対象者 

    本市又は別表に定める市町村に居住し、実施場所まで通うことができる

者で、次の業務内容の支援が必要となる者 

イ 業務内容 

   (ｱ) 対象者の課題に総合的に対応する窓口を設置し、本人又はその家族等

による来所又は電話等により相談を受け付ける。 

     なお、SNS等オンラインツールを活用した非接触型の相談も受け付ける。 

   (ｲ) 相談受付に当たっては、相談者の主訴を丁寧に聴き取った上で、対象

者の課題を的確に把握し、本事業による支援が適当か、他制度や他機関

での対応が適当か判断（以下「スクリーニング」という。）する。 

     なお、SNS等オンラインツールで受け付けた相談に当たっては、相談者

の主訴を丁寧に確認した上で必要に応じ、対面による相談の移行やスク

リーニングを行う。 

   (ｳ) 受注者は、相談受付の結果等をまとめ、「相談受付記録票」（第２号

様式）を作成するとともに、スクリーニングの結果、本事業による支援

が妥当と判断された場合は、「支援対象者活動報告票」（第３号様式）

を作成し、本事業の支援に移行するものとする。 

   (ｴ) スクリーニングの結果、他制度や他機関での対応が適当と判断された

者については、情報提供や他機関への円滑な誘導を行い、必要に応じて

他機関への確認及びフォローアップを行う。 

   (ｵ) 引き続き相談を受ける場合は、「相談受付記録票」（第２号様式）に

次回予約の有無を明確に記載すること。 

  ウ 相談支援員 

    この業務に当たっては、カウンセリング経験が豊富であり、メンタル面

に着眼したカウンセリングが可能な者を充てるものとする。 

なお、その際キャリアコンサルタント等の就職支援に係る資格を有する

者が望ましい。 

また、複数の相談支援員が相談業務にあたる場合は、一貫した相談とな

るよう相談内容の共有化を図ること。 

(2) キャリアカウンセリングの実施に関すること。 
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 ア 対象者 

   本市又は別表に定める市町村に居住し、実施場所まで通うことができる

者で、次の業務内容の支援が必要となる者 

 イ 業務内容 

(ｱ) 就労に関する様々な助言・指導 

(ｲ) 求職活動における心構えと不安の解消 

(ｳ) 適職を探すための自己分析の支援 

 (ｴ) 応募活動が不調に終わった場合の理由の特定と今後の対応の助言 

(ｵ) 必要とする就労支援の選定・紹介等、就労に関する様々な情報の提供 

(ｶ) 就職活動を始める前にメンタル面、生活指導面でのケアが必要と思わ

れる者に対しては、支援機関等の情報提供 

  ウ 相談支援員 

    この業務に当たっては、上記(1)ウ相談支援員を充てるものとする。 

 (3) 就職活動の実施に向けた準備段階の支援に関すること。 

  ア 対象者 

   本市又は別表に定める市町村に居住し、実施場所まで通うことができる

者で、次の業務内容の支援が必要となる者 

  イ 業務内容 

(ｱ) コミュニケーション講座 

(ｲ) パソコン講座 

(ｳ) ビジネスマナー講座 

(ｴ) その他、本事業目的の達成に必要なこと。 

  ウ 相談支援員 

    この業務に当たっては、本業務内容に係る専門の知識及び能力を有する

者を充てるものとする。 

(4) 就労体験に関すること。 

 ア 対象者 

   本市又は別表に定める市町村に居住し、実施場所まで通うことができる

者で、次の業務内容の支援が必要となる者 

イ 業務内容 

(ｱ) 就労体験を希望する者（以下「体験者」という。）を就労体験受入事

業所（以下「受入事業所」という。）へ訪問させ、短期間の就労体験を

実施する。 

(ｲ) 就労体験の実施日数は、本事業期間中で300日と規定し、就労体験の実

施日数が300日に満たない場合は、実績報告に基づき未実施分の謝礼金及

び交通費を精算することとする。精算方法は、別途協議することとする。 

(ｳ) 体験者と受入事業所の双方の希望を考慮し、実施期間や業務内容等の

ニーズを十分に把握して、事業実施に向けた調整（マッチング）を実施

するものとする。 

(ｴ) 就労体験の実施については次のとおりとする。 

①体験回数 

体験者１人につき 

１事業所 原則10日まで 

年度 原則20日まで 
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※上記については、継続的に就労体験に取り組み、就労への意欲向

上が認められる者については、この限りではない。 

②就労体験時間 １日当たり ３時間以上 

③体験内容 

・安全かつ軽易なものを基本とするが、体験

者の就労意欲向上が図られる仕事内容とする

こと。 

・受入事業所の希望を考慮して決定するこ

と。 

④指導・状況の報告 
就労体験中に状況確認及び体験者に対する指

導助言を行うこと。 

⑤その他 

・就労体験中の事故や経路往復中の事故に備

えて、体験者を保険に加入させること。 

・就労体験は労働ではなく、あくまで体験で

あって、雇用契約、業務請負又は人材派遣契

約でないことに留意する。 

(ｵ) 就労体験に係る費用については次のとおりとする。 

支払先 金 額 

受入事業所（謝礼金） 
体験者受入に当たり１日1,000円 

（複数人受入の場合も１日1,000円） 

体験者（交通費を含めた日当） 体験者１日当たり1,000円 

 (ｶ) 体験者と受入事業所の双方の希望を考慮し、実施期間や業務内容等の

ニーズを十分に把握して、事業実施に向けた調整（マッチング）を行う

ものとする。 

 (ｷ) 受入事業所拡大のため、事業所訪問及び事業所向けセミナー等を開催

し、事業の説明と受入の開拓を行うものとする。 

   その際、訪問及びセミナーの対象とする事業所は別表に定める市町村

内の事業所とし、特定の業種の事業所に偏ることのないように留意する

ものとする。 

(ｸ) 謝礼金及び日当の支払いについては、領収書等受領を確認できる書類を

支払先に求めるとともに、支払い状況のわかる書類を整備すること。 

 (ｹ) 体験者と受入事業所との間で、給与、賃金、謝礼又は報酬の授受を行

わないこと。 

ウ 相談支援員 

   この業務に当たっては、本業務内容に係る専門の知識及び能力を有する

者を充てるものとする。 

(5) 就職活動の実施に向けた実践的な支援に関すること 

 ア 対象者 

本市又は別表に定める市町村に居住し、実施場所まで通うことができる者

で、次の業務内容の支援が必要となる者 

  イ 業務内容 

  (ｱ) 面接指導 
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  (ｲ) 応募書類作成指導 

   (ｳ) ハローワークのミドルエールコーナー（就職氷河期世代専門窓口）及

び専門援助部門と連携による就職へ向けた具体的支援 

  (ｴ) その他、本事業目的の達成に必要なこと。 

ウ 相談支援員 

   この業務に当たっては、上記業務内容に係る専門の知識及び能力を有す

る者を充てるものとする。 

(6) (2)～(5)の支援実施結果等をまとめ、「支援対象者活動報告票」（第３号

様式）を作成し、提出すること 

(7) 本事業の拡大を図るための周知・広報に関すること 

 ア 紙媒体チラシ等の作成・配布 

誰もが事業内容を容易に理解できるものとし、対象者となり得る可能性

がある者やその家族が利用する可能性が高いと思われる場所へ配布又は掲

示する。 

イ ウェブサイトの作成 

誰もが事業内容を容易に理解できるものとし、誰もが閲覧できるものと

する。 

ウ ＳＮＳを利用した情報発信 

各種オンライン情報発信ツールを利用し、誰もが事業内容を容易に理解

できるものを発信するものとする。 

エ その他フリーペーパー等各種メディアへの記事掲載 

(8) 関係する団体や機関との連携に関すること 

ア 関係する団体や機関との意見交換会を開催し、事業内容の効果確認や改

善に向けて具体的方法を検討する。 

(9) その他、本事業目的の達成に必要なこと 

  

４ 実施場所 

本事業の実施場所は、受注者が用意する市内の事務所等とするが、就労体験

の実施場所については、各受入事業所とする。 

 

５ 発注者の業務 

  発注者は、本仕様書に基づいて実施されない場合は、受注者に対し指導を行

い、改善を求めることができるものとする。 

 

６ 業務責任者の選任 

受注者は、業務委託内容の指示と確認、業務の調整を行うために、業務全体

を総括的に指揮する業務責任者を選任し、発注者にその氏名を書面で通知する

ものとする。通知後異動があったときも同様とする。また業務責任者は、委託

業務現場における一切の事項を処理するものとする。 

 

７ 監督員 

  発注者は、業務の実施について必要な連絡指導に当たる監督員の職氏名を受
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注者に書面で通知しなければならない。通知後異動があったときも同様とする。 

 

８ 指示事項の対処 

 業務実施に関して、監督員からの指示及び指摘事項については、速やかに対

処するものとする。 

 

９ 一括再委託の禁止  

  委託業務の全部又は主要な部分、契約金額の概ね２分の１以上に相当する部 

分を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。 

(1) 本業務の規定する主要な部分とは、委託業務における指揮、監督、総合的 

企画、手法の決定及び技術的判断等の委託業務の目的を達成するために必要 

不可欠な業務や委託業務における基本的又は中心的なものに位置付けられる 

業務をいう。  

(2) 秘密情報を取り扱わないもので、コピー、ワープロ、印刷、製本、速記録 

の作成、翻訳、トレース、模型製作、計算処理（単純な電算処理に限る。）、 

データ入力、アンケート票の配布、資料の収集・単純な集計、電子納品の作 

成補助等の軽微な部分は、発注者の承諾を要しない。  

（3）受注者は、（1）及び（2）に規定する業務以外の再委託にあたっては、発 

注者の承諾を得なければならない。  

 

10 相互供給の禁止  

本業務において、競争相手であった他の入札参加者に業務の一部を再委託す 

ることはできない。 

 

11 事故防止措置 

受注者は、常に業務現場の状況把握や設備等の点検に努めるとともに、業務

従事者へ必要な安全教育を行い、事故防止に万全を期さなければならない。 

 

12 事故発生時の対応 

  業務の実施に際し事故等が発生した場合には、受注者は、現場の状況把握を

行い、事故等の状況について速やかに監督員に報告しなければならない。この

場合において、被害拡大防止等のためやむを得ない事情があると認められると

きは、臨機に安全対策等の必要な措置を行わなければならない。 

 

13 秘密の保持 

業務実施に当たって知り得た秘密を第三者に漏えいしてはならない。契約終

了後も同様とする。 

 

14 個人情報の取扱い 

  個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律（平成15年法

律第57号）、郡山市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年郡山市条

例第31号）、その他関係法令に基づき別途秘密保持契約を締結する。 
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15 提出書類 

受注者は、本業務の遂行に関し、次に掲げる書類を遅滞なく提出するものと

する。 

№ 書類名 提出時期 

１ 業務着手届 着手後速やかに 

２ 相談支援員報告書（第１号様式） 

３ 相談受付記録票（第２号様式） ・翌月10日までに前月分までを

メールで提出。ただし、３月分

は年度内まで。 

 
４ 支援対象者活動報告票（第３号様式） 

５ 月別状況報告書（第４号様式） 

６ 業務完了届 以下の月に一部完了届を提出。

なお、３月については、全部完

了届も提出すること。 

８月（６～７月分） 

11月（８～10月分） 

２月（11～１月分） 

３月（２～３月分） 

７ 対象者の進路・状況の集計及び分析結果 

（任意様式） 

委託完了後速やかに 

８ その他発注者が必要と認める書類 発注者の指定する日まで 

 

16 検査 

 (1) 発注者は、業務完了届を受理したときは、その日から起算して10日以内に

業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。 

 (2) 受注者は、前項の検査に合格しないときは、本仕様書に従い直ちに補正し

て発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、当該補正の

完了を業務の完了とみなす。 

 

17 委託料 

 (1) 委託料は、6,804,087円（消費税及び地方消費税10％を含む。）を上限とす

る。 

 (2) 契約金額は、別途決定する。 

   ただし、消費税率が変更された場合は別途変更契約をするものとする。 

 

18 委託料の支払  

(1) 発注者は、業務完了後に行う検査合格の後、受注者が提出する適正な請求

書を受理した日から30日以内に委託料を支払う。 
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 (2) 委託料の支払時期は、年４回払いとする。 

 

19 備品等の取扱い 

  本事業の実施に必要となる機器、器具の購入等については、原則として、

リースあるいはレンタルでの対応とする。 

 

20 契約の解除 

(1) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで

きる。 

ア 受注者がこの契約に違反したとき。 

イ 受注者の業務の実施が明らかに不適当と認められるとき。 

ウ 受注者がこの契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 

エ 受注者が正当な理由がないのに業務に着手すべき時期を過ぎても、これに着手

しないとき。 

(2) 受注者は、前項の規定によりこの契約が解除された場合は、頭書の契約金額の10

分の１に相当する金額を違約金として発注者に支払わなければならない。また、当

該解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害を賠償しない。 

 

21 契約内容の変更 

発注者は、必要があるときは本契約の内容を変更し、又は当該契約を一時中止若し

くは打ち切ることができる。この場合における契約履行期間又は委託料の変更について

は、双方協議の上決定する。 

 

22 その他 

 (1) 本事業により得られたデータ、成果品、製作された資料等に係る著作権、

所有権等は、発注者に帰属するものとする。 

 (2) 委託業務に関連する書類・領収書等は、契約締結後５年間保存するものと

する。 

(3) 本仕様書に定めのないものについては、双方協議の上決定するものとす 

 る。 

 

別表 

市町村名 

須賀川市、二本松市、田村市、本宮市、大玉村、鏡石町、天栄村、猪苗代町、

石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、磐梯町 

 



第１号様式 

 

相談支援員報告書 

 

  年  月  日  

郡山市長 

 

郡山市多様な働き方支援事業の実施に伴い相談支援員を報告します。 

 

住  所 

事業者名               印 

電話番号 

 

 

 氏 名 年齢 担当業務 資格・経歴 

◎     

○     

     

     

※ ◎は業務責任者、○は主任相談支援員を示す。 



第２号様式 

相談受付記録票 

    年  月  日（  ） 
自     時    分 

至     時    分 

相談支援員 

支援 対象 ・ 対象外 

対 

象 

者 

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

氏  名 

 
年齢 

歳      

相談者 本人・（    ） 

 利用のきっかけ 

HP・ﾁﾗｼ・紹介・（    ） 

住  所  電話 

《相談内容》※詳細に記入すること。                     （   回目） 

 

 

 

 

 

 

《回答事項》※詳細に記入すること。 

 

 

 

 

 

《次回相談の予約の有無》   

予約無し   ・  予約有り （    月   日    時から  時まで ）    

《その他（今後の対応等）》 

 

 

 

 

 

《紹介機関等（他制度や他機関での対応が適当と判断した場合）》 

□ハローワーク □若者サポートステーション □ひきこもり支援センター等 □自立支援相談窓口 

□県中地域障がい者就業・生活支援センター  □生活保護 □その他（            ） 

 



第３号様式

１　支援対象者情報
レベル※ 年齢 支援対象者管理番号 No.

初回カウンセリング

２　今月のカウンセリングの内容

内容

最終学歴

就労経験
（アルバイト・パート・派遣社員・契約社員・正社員）・・・（合計　　年　　か月）
   なし  　・  　あり

支援対象者活動報告票

(フリガ
ナ)
氏名

歳
年　　月　　日

住所

次回カウンセリング予定日

相談支援員所見

原因分析
・

指導方針

実施日 時間 カウンセリング回数 実施方法
令和　年　月　日 00：00～00：00 回目 面談

※報告月の支援対象者の就労に対するレベルを選択してください。

　　レベル１・・・働こうとする意志はあるものの、自分が働いているイメージができない。

　　レベル３・・・働くことについての方向性が見えているが、就職に向けての行動には移せていない。

　　レベル２・・・働くことについて漫然としたイメージしかできない。何をするべきかわからない。

　　レベル４・・・働くことについての方向性が見えていて、就職に向けての行動に移すことがで
　　　　　　　　　き、ハローワークに登録する等就職活動を行っている。

　　　　　　　　　　　年　　月　　日



３　今月の準備・実践支援指導の内容

0:00 準備
～ ・
0:00 実践
0:00 準備
～ ・
0:00 実践
0:00 準備
～ ・
0:00 実践
0:00 準備
～ ・
0:00 実践
0:00 準備
～ ・
0:00 実践
0:00 準備
～ ・
0:00 実践

４　今月の就労体験指導の内容

１回目
体験回数 体験日数
　回目 　日目

事業所
所在地
業種 体験内容

支援回数
(区分ごと)

実施日 時間 区分 内容

令和　年
　月　日

　回目

令和　年
　月　日

　回目

令和　年
　月　日

　回目

令和　年
　月　日

　回目

令和　年
　月　日

　回目

令和　年
　月　日

　回目

実施日 時間 体験延長日数
令和　　年　　月　　日 00：00～00：00 　日

事業所コメント

作業風景（写真）



２回目
体験回数 体験日数
　回目 　日目

事業所
所在地
業種 体験内容

３回目
体験回数 体験日数
　回目 　日目

事業所
所在地
業種 体験内容

実施日 時間 体験延長日数
令和　　年　　月　　日

作業風景（写真）

実施日 時間 体験延長日数

作業風景（写真）

事業所コメント

令和　　年　　月　　日 00：00～00：00 　日

00：00～00：00 　日

事業所コメント



５　今月の活動について

相談員所見

今後の対応

本人感想



第４号様式

１　相談受付実績

件 （相談人数 人）

不安定就労者 件 就労困難者 件

就労支援希望者 件 その他 件

うち郡山市外 人 市

　　就職氷河期世代 人

人 （うち就職氷河期世代 人）

人

２　キャリアカウンセリング実績

件

３　準備支援指導実績

回

コミュニケーション講座 回

パソコン講座 回

ビジネスマナー講座 回

その他（　　　　　　　　） 回

４　実践支援指導実績

回

面接指導 回

応募書類作成指導 回

その他（　　　　　　　　） 回

５　就労体験指導実績

　(1)事業所別実績

主な相談内容

謝礼金支払額（円）

合　計

指導回数

主な指導内容

当月受入人数（人） 当月受入日数（日）

うち就職氷河期世代 うち就職氷河期世代

郡山市多様な働き方支援事業　　　月別状況報告（　　月分）

名称及び代表者名

委託期間

本事業対象者

他制度・他機関への紹介者

相談者内訳

　　　　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日

相談件数

カウンセリング件数

指導回数

主なカウンセリング内容

主な指導内容

事業所名
うち就職氷河期世代



　(2)体験者別実績

　(3)受入事業所開拓実績

６　郡山市多様な働き方支援事業総合実績

７　郡山市多様な働き方支援事業就職決定者

８　他制度・他機関への紹介者　フォローアップ状況

合　計

累計（社）項　目

訪問事業所数

新規受入事業所数

当月（社）

項　目

継続支援対象者

新規支援対象者

当月（人） 累計（人）

№ 氏名 就職先 雇用形態 決定月

―

就職決定者

その他（他機関・支援終了など）

就職活動移行者数

5

4

1

2

3

氏　名 受入事業所 体験日数（日） 日当支払額（円） 就職氷河期世代該当

5

4

3

2

1

№ 氏名 相談日 紹介先 確認状況等


